
大田市会計管理者の事務代理者を定める規則をここに公布する。 

 

令和６年４月１日 

 

大田市長 

 

大田市規則第３０号 

大田市会計管理者の事務代理者を定める規則 

（目的） 

第１条 この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７

０条第３項の規定により、大田市会計管理者の事務代理者について

定めることを目的とする。 

（事務代理者） 

第２条 会計管理者に事故があるときは、出納室長の職にある職員が

会計管理者の事務を代理する。 

第３条 会計管理者及び出納室長に事故があるときは、出納室出納係

長（出納室長補佐が配置されているときは出納室長補佐）が会計管

理者の事務を代理する。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


